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●特殊性の高い情報の利活用に係る実証事業

情報銀行における健康・医療情報等の要配慮個人情報の取り扱いについて、個人情報保護法や
ガイドラインの遵守は前提としたうえで、次世代医療基盤法で求められる要件も参照して検証を行う。

NO 現行の課題 検証内容等
1  「情報信託機能の認定に係る指針

Ver2.0」における健康・医療情報等の要配
慮個人情報取り扱いに向けたセキュリティ基
準のルール・要件の整理

 「次世代医療基盤法」「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」で求められる要件を踏まえ、第三者認証の組織要件、
運用要件、組織的・技術的安全管理装置等の検討・整理

 また、「医療情報」・「健康情報」の区分や、それぞれの取扱い等に
ついては、「健康・医療・介護情報利活用検討会」 等による検討
状況や、 「国民・患者視点に立ったPHR の検討における留意事
項」とも整合を図りながら検証を実施

【検証ポイント①：健康・医療情報等を扱うための適切なセキュリティ基準】

NO 現行の課題 検証内容等

1  消費者における健診機関及び医療機関と
いった混在する情報の同意取得や提供拒否
方法の在り方

 ２つの異なる同意取得方法や提供拒否方法、データ提供先管理、
証跡管理について、消費者にとって安全・安心となるコントローラービ
リティの実現に向けたシステム対応・デバイス対応

2  次世代医療基盤法に基づく認定事業者との
データ連携を想定したルール・要件の整理

 次世代医療基盤法に基づく認定事業者との連携にあたっての、デー
タフォーマットやデータ連携方法、個人のコントローラビリティのあり方
について、遵守すべきルール・要件の整理

【検証ポイント②：健康・医療情報等の機微性を踏まえた個人の関与のあり方】
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●特殊性の高い情報の利活用に係る実証事業

NO 現行の課題 検証内容等
1  健康情報や医療情報等の異なる情報の

データ管理方法の実現
 「健康・医療・介護情報利活用検討会」との整合性を踏まえた健
康情報や医療情報等の定義（要配慮個人情報・ヘルスケア情報
等の定義含む）

 異なる情報のID管理といったデータ管理方法のルール・要件の整理
2  情報の真正性・見読性・保存性の担保  健診機関や医療機関のデータの改ざん防止等の信頼性担保に向

けたシステム・デバイス対応による検証

【検証ポイント③：健康・医療情報等を収集・保管・提供する場合の真正性・見読性・保存性担保】

NO 現行の課題 検証内容等
1  「情報信託機能の認定に係る指針

Ver2.0」にて未定義である健康・医療情報
等の第三者提供のルール・要件の整理

 健康・医療情報等を第三者にデータ提供する際の提供先選定条
件等について、ルール化、データ倫理審査委員会等の第三者認定
機関を設ける場合の審査要件・契約要件の整理

【検証ポイント④：健康・医療情報等を提供する際の提供先選定・審査要件、契約要件】

情報銀行における健康・医療情報等の要配慮個人情報の取り扱いについて、厚生労働分野にお
ける個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン等や次世代医療基盤法を踏まえた検証を行う。

NO 現行の課題 検証内容等
1  オンライン診療に向けた消費者ニーズや課題

等の整理
 医療機関等におけるオンライン診療の実施により、消費者へアン
ケート・インタビューによるヒアリングを実施し、ニーズ・課題等を整理

【検証ポイント⑤：オンライン診療に向けた消費者ニーズや課題整理】
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●データ倫理を担う人材の育成等
背景と目的 令和元年10月に公表された本検討会のとりまとめにおいて、「情報銀行

は、個人情報に対する個人によるコントローラビリティを高めることを基
本的な目的としており、これを適切に担保するには、各情報銀行に設置さ
れる諮問体制であるデータ倫理審査会の役割が重要となる」と示されてい
ると同時にデータ倫理審査会の役割について一定の共通認識が持たれるこ
とが望ましく、データ倫理審査会の構成員に対する研修等の活動を行うこ
とについて言及されていることから、本調査事業では、データ倫理審査会
の審査基準作成および人材育成プログラムの構築と研修を実施する。

調査概要 1.審査基準の作成←共通認識の構築

データ倫理審査会の審査基準は、「情報信託機能の認定に係る指針Ver2.0」及
び令和元年10月に公表された検討会とりまとめに記載されている「データ倫理審査会
における審議の考え方」に基づきつつ、更にプライバシー影響評価を参考にして具体
的な審査基準を作成する。

2.人材育成プログラムの構築及び研修の実施
対象となる情報銀行事業に関してリスク分析を実施する事業担当者及びデータ倫理

審査会の審査員に求められる能力を示し、人材育成のための研修プログラムを構築。
研修プログラムをもとに事業担当者および審査員を対象とした研修を実施する。

3.実運用計画
作成した審査基準は、情報銀行認定の参照基準としてIT連盟が運用し、構築した人

材育成プログラムを用いて継続的に研修を実施する。

指針に対する
フィードバック

本調査事業の最終報告として、審査基準と人材育成プログラム、更に人
材育成プログラムを用いて実施した研修の検証結果を提出。「情報信託機
能の認定に係る指針Ver2.0」に定めるデータ倫理審査会の役割や機能に関
する具体案として本検討会にフィードバックする。
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●提供先第三者との通信方式標準化（IT連 情報銀行推進委員会）

■ 先行する事例としてのUK Open Bankingにおける標準化

■ UK Open Banking は、生活者エンパワメントの政策としての midata (2011)*1 の後継として、その

反省*2のもとに行われた施策。Open Banking Implementation Entity がトラスト／フレームワーク

として運用規格、技術規格、適合性評価および運用のためのツールを整備。

■ (*1) https://www.gov.uk/government/news/the-midata-vision-of-consumer-empowerment

■ (*2) Midataではデータの規格化、伝送プロトコルの標準化などが行われなかったために普及しなかった。

■ データの種類を大幅に絞る代わりに、データの規格化、伝送プロトコルの規格化、対象事業者の登録方

式の規格化*3を通じ、より生活者にとって使いやすいものを目指した。データの種類は徐々に拡充され

ていく予定。

 
規格内容 制定者 検査方式 Actor

組織の実在性、管理責任者の明確化、公表
の方法

OBIE eIDAS+OBIE独自 TPP

通信プロトコルおよびそのセキュリティ OIDF 自動テスト ASPSP, 
TPP

取り扱うデータの種類とフォーマット OBIE 自動テスト ASPSP, 
TPP

TPPのデータの取扱方法と責任分界点、紛争
処理の方法*4

FCA, OBIE NCA毎に異なる
QTSPから証明書を取
得する必要あり。

TPP

（*4) https://www.openbanking.org.uk/providers/third-party-providers/#get regulated






